
 

 石運輸第５８９号の２ 

令和５年１１月３０日 

                            

  

 

一般乗用旅客自動車運送事業者 各位 

 

 

               

北陸信越運輸局石川運輸支局長 

                    

 

 

「一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーを除く。）の 

許可申請に対する審査基準について」の一部改正について 

 

      

 

 

標記について、別添のとおり北陸信越運輸局長から通知があったので了知

願います。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

北信交旅第６９２号の２ 
令和５年１１月２４日 

 
 
管内各運輸支局長 殿 

 
 

北陸信越運輸局長 
 
 

「一般乗用旅客自動車運送事業（一人一車制個人タクシーを除

く。）の許可申請に対する審査基準について」の一部改正について 
 
 標記について、別紙のとおり公示の一部改正を行ったので、了知されるとと

もに関係者に周知されたい。 
 














